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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
回路遮断器など開閉器が取り付けられる低圧配電設備であって、該開閉器の入力端子と出
力端子とを結ぶ長手方向と直交するように配設され、上記入力端子と電気的に接続される
平行導帯と、上記低圧配電設備を形成する支柱部材などに並設されて取り付けられ、上記
平行導帯を支持する樹脂製の複数の支持台とを備え、
　上記平行導帯の上記支持台への支持が、上記平行導帯の両側面より上記長手方向と平行
に延在する凸部と、この凸部と係合する上記支持台の凹部が嵌め合わされることで行われ
るとともに、上記複数の支持台のうち、少なくとも一組は、上記凹部が相対向するように
取り付けられていることを特徴とする低圧配電設備。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、室内に設けられる低圧配電設備に関し、詳しくは配電に欠かせない配線用
遮断器など開閉器の主母線への取付工期短縮のための取付手段における、その主母線の配
設に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　電路の開閉、あるいは電路の遮断が行われる回路遮断器など開閉器は、その電路に配設
されることから、言うまでもなく、その入力端子（一般に電源側と呼ばれる）および出力
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端子（一般に負荷側と呼ばれる）に対し配線作業が行われる。ここで、出力端子は不特定
の負荷に対して接続されることから、一般にその開閉器が配設された、例えば分電盤を現
地に設置後、接続作業がなされることになるが、入力端子については、その盤内において
、接続先が例えば主幹バーなどの主母線、といった具合に決まっているため、分電盤の製
作過程において、接続作業がなされることになる。ここで、配設される開閉器が一台であ
れば、さほど問題にはならないが、上述した分電盤のように、多数の負荷機器への給電が
なされるように構成されたものにおいては、この入力端子へのネジ締めに多大な工数が掛
かることが容易に予想される。
【０００３】
　そこで、開閉器の電源側を受刃状のプラグとし、このプラグを等間隔に配設された主幹
バーに挿入させることで、入力端子の接続作業が完了し、以って、分電盤の製作工数を短
縮せしめることが広く知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　この特許文献１で開示されている開閉器は、比較的小さな電流（３０Ａ程度）で駆動あ
るいは消費される機器への接続を想定しており、また、極間電圧も１００Ｖクラスである
ことから、主幹バーはプラグとの接触面が相対向するように配設されている。一方、極間
電圧が４００Ｖクラスで、しかも１００～６００Ａといった、比較的大きな電流では、極
間距離および接触通電能力の確保の点から、特許文献１の適用は困難である。そこで、開
閉器の底面に、該開閉器の電源側に接続される、やはり受刃状のプラグを備えた差込端子
部を付加し、このプラグを、該開閉器の入力端子と出力端子とを結ぶ長手方向と直交する
ように等間隔に配設された主母線に挿入させることも知られている（例えば、特許文献２
参照）。なお、この方式が採用される盤は、一般に受配電盤と呼ばれているが、本明細書
においては、この「配電」部分を「低圧配電設備」と、また、「主母線」を「平行導帯」
と、これ以降、それぞれ呼称することとする。
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－２４１５４０号公報（第４頁左欄第２２行～第３２行、図１
）
【特許文献２】特開２００３－１３４６１５号公報（第３頁右欄第１行～第５行、図６）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　この特許文献２の方式においては、平行導帯のピッチに合致するよう、差込端子部にプ
ラグが装着されていることから、自ずと平行導帯のピッチは正しく確保されていないと、
開閉器の挿入作業に支障を来たしてしまう。ところが、図６からも明らかなように、平行
導帯は樹脂製の取付台にボルト締めされているため、このボルト締めによる締め付け推力
によって圧縮歪を生じさせ、ピッチが狂う恐れがあった。特に、平行導帯の幅方向（すな
わちプラグとの接触面）が広い１６００Ａクラスでは、ボルトが平行導帯の一方の端部に
位置することによる、ボルトと他方の端部との距離が比較的長くなることで、他方の端部
（すなわちプラグとの接触面側、図７（ｂ）参照）でのピッチずれが顕著に現れることに
なる。
【０００７】
　また、折角、開閉器の入力端子の接続をプラグ挿入にして、その工数を低減させても、
上述したように、平行導帯のボルト締めが残ってしまうことで、この作業工数の点におい
てもまだまだ改善の余地があった。
【０００８】
　この発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、平行導帯の極間ピッ
チを適切に保てる低圧配電設備を得ることを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　開閉器の入力端子と出力端子とを結ぶ長手方向と直交するように配設され、上記入力端
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子と電気的に接続される平行導帯と、上記低圧配電設備を形成する支柱部材などに並設さ
れて取り付けられ、上記平行導帯を支持する樹脂製の複数の支持台とを備えた低圧配電設
備において、上記平行導帯の上記支持台への支持が、上記平行導帯の両側面より上記長手
方向と平行に延在する凸部と、この凸部と係合する上記支持台の凹部が嵌め合わされるこ
とで行われるとともに、上記複数の支持台のうち、少なくとも一組は、上記凹部が相対向
するように取り付けられるようにしたものである。

【発明の効果】
【００１０】
　この発明は以上説明したように、製造コストを低減させた、給電信頼性の高い低圧配電
設備を提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
実施の形態１．
　図１はこの発明の実施の形態１における低圧配電設備のうち、要部となる平行導帯と支
持台の嵌め合いを示す図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は右側面図、（ｃ）は下面図で
ある。また、図２および図３は、平行導帯および支持台の、それぞれ斜視図である。なお
、図４は、低圧配電設備への開閉器の取り付けを示す斜視図である。
【００１２】
　図４において、図示しない低圧配電設備の内部に平行導帯４が３本並設されているとと
もに、一般にアングルと呼ばれる取付パネル５が縦横に張り巡らされている。この取付パ
ネル５に取付用の孔を設け、後述するさし込式開閉器を設置することになる。なお、平行
導帯４が３本であることから、この実施の形態１では、三相三線、あるいは単相三線を想
定しているが、これに限定される訳ではなく、２本もしくは４本であってもよい。
【００１３】
　さし込式開閉器６は開閉器７と端子台８とで構成されており、開閉器７の図示しない電
源側端子が、端子台８に装着された、やはり図示しないプラグに電気的に接続されている
。すなわち、上述したように、さし込式開閉器６を取付パネル５に設置すれば、プラグが
平行導帯４に挿入され、さらに、締付ネジ９でさし込式開閉器６を取付パネル５に取り付
けることで、いわゆる入力端子における電気的接続が完了となる。また、出力端子、すな
わち、負荷側端子１０は、その形状が示すように、通常の電線、もしくはバーを図示しな
いネジで締め付ける接続が行われることになる。なお、言うまでもなく、本発明の本質は
上述した平行導帯４の並設を如何に行ったかにあり、平行導帯４とさし込式開閉器６の電
気的接続などは本発明の要部ではないため、これ以上の詳しい説明は省略する。
【００１４】
　図１において、平行導帯４は、低圧配電設備の筐体１に取付ネジ２にて取り付けられた
支持台３によって支持されている。ここで、平行導帯４は、図２に示すように、端子台８
のプラグと干渉しない位置に、プラグと接触する面から両方向（紙面上、左右方向）に延
在した凸部４ａを備えている。なお、この凸部４ａは、平行導帯に貫通孔を設け、この貫
通孔に丸棒を圧入することが、製造コスト上からも好ましい。
【００１５】
　一方、支持台３は平行導帯４同士の絶縁を図るため樹脂で形成され、図３に示すように
、この平行導帯４が挿入される溝３ａと、この溝３ａと直交する凹部３ｂを備えている。
なお、３ｃは、取付ネジ２が螺着されるネジ穴である。また、溝３ａおよび凹部３ｂは、
上述と同様、この図３で示す３個には限定されず、４個であってもよい。この支持台３を
、図１（ａ）に示すように、所定のピッチ（＝凸部４ａのピッチ）にて、取付ネジ２によ
り取り付けていくが、このとき、紙面上、上部に位置する支持台３はまだ取り付けは行わ
ない。なお、このピッチは、図では等間隔で示しているが、必ずしも、これに限定される
訳ではない。
【００１６】
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　そして、各支持台３の図１（ａ）紙面上、上部に凸部４ａがくるように、平行導帯４の
プラグと接触する面を溝３ａに挿入した後、凸部４ａを凹部３ｂに嵌め合わせる。これに
より、紙面上、左右方向および下方向への平行導帯４の移動が制限される。さらに、上部
に位置させるべく支持台３を、最頂部４ｂより溝３ａをいわゆるレール状に下方向へ移動
させ、凸部４ａと凹部３ｂが嵌め合わされた時点で、取付ネジ２により、他の支持台３と
同様、筐体１に取り付けることで、低圧配電設備として形成されることになる。
【００１７】
　この構成により、平行導帯４はボルトなどでの締結が行われないため、平行導帯４の天
面４ｃでの極間ピッチが適切に保たれることになり、より給電の信頼性が向上する。また
、上部に位置する支持台３を、図１（ａ）（ｂ）でも明らかなように、平行導帯４を挿入
する前に取り付ける支持台３との、その取り付け向きを変えているので、上述した左右お
よび下方向に加え、上方向、すなわち全方向に対して平行導帯４を保持させることが可能
となっている。
【００１８】
　さらに、言うまでもなく、平行導帯４のボルト締結作業を廃したので、その組立工数削
減が期待できる。特に、開閉器（回路遮断器）の遮断容量をアップさせたような盤では、
その遮断容量に応じた通過電流における平行導帯間での電磁反発力に耐え得るために、本
発明や特許文献２で示した３個の支持台（取付台）ではなく、例えば５個以上に及ぶ可能
性があるため、この波及効果は大きい。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】この発明の実施の形態１における平行導帯と支持台の嵌め合いを示す図である。
【図２】図１における平行導帯の斜視図である。
【図３】図１における支持台の斜視図である。
【図４】この発明の実施の形態１における開閉器の取り付けを示す斜視図である。
【符号の説明】
【００２０】
　　３　支持台、３ａ　溝、３ｂ　凹部、４　平行導帯、４ａ　凸部、４ｂ　最頂部、
　　６　さし込式開閉器、　　７　開閉器、　　８　端子台。
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